
第５章

タイにおける産業廃棄物処理とリサイクルの現状

――規制緩和政策を中心として――

佐 々 木　創

はじめに

　タイ投資委員会（����������	
����	��以下���）によれば，タイの国・地域

別直接投資累計額（１９８５～２００５年）において，日本からの投資は件数で３８�６％，

金額で４０�５％を占め圧倒的なシェアを保っている。つまり，タイにおける日

系企業のプレゼンスは他のアジア諸国よりも相対的に高いといって過言では

ない。しかしながら，タイにおける産業廃棄物管理に関して研究蓄積が乏し

く，企業の社会的責任（����������	�
�������������������以下���）がグローバル

経済社会で問われる現在において，タイの産業廃棄物の処理やリサイクルの

実態を把握することは喫緊の課題といえよう。

　タイにおいて２００４年に非有害産業廃棄物は１４６０万トン発生し，そのうちの

８３０万トンがリサイクルやリユースされているので，非有害産業廃棄物の処理

量は６３０万トン，リサイクル率は５７％となっている。一方，有害産業廃棄物は

１４１万トン発生し，その半数以上がバンコク首都圏で発生していると報告され

ている（���［２００５��５３�５６］）。しかしながら，ここで統計が取られているのは

工場発生源の廃棄物だけであることに注意する必要があり（佐々木［２００５��６�

１４］），さらにその処理やリサイクルの実態は明らかにされていない。

　タイの産業廃棄物政策の大きな転換点となったのは，２００１年に行われた有



害産業廃棄物処理・リサイクル市場の規制緩和政策であると考えられる。こ

の規制緩和政策に関して，処理やリサイクル工程における工学的な研究がい

くつか行われているが，社会科学的見地から規制緩和政策によって，産業廃

棄物処理・リサイクル市場がどのように変化したかを評価した研究は行われ

ていない。

　そこで本章では，規制緩和政策を中心にタイにおける産業廃棄物処理とリ

サイクルの現状をアンケート調査と排出企業・処理業者からのヒアリング調

査などから明らかにすることを目的とする。第１節で産業廃棄物政策の歴史

を概観し，第２節で産業廃棄物処理・リサイクル市場の規制緩和の効果と現

状を排出企業である日系企業の産業廃棄物管理から評価する。最後に，第３

節で産業廃棄物のリサイクルの現状と課題を導出し政策的含意について述べ

てみたい。

第１節　タイにおける産業廃棄物政策の歴史的変遷

　本節では，タイにおける産業廃棄物政策の歴史的変遷を１９９７年と２００１年を

境に３つの時期に分けて概観する。１９９７年と２００１年を境としたのは，この時

期に産業廃棄物法令と産業廃棄物処理・リサイクル市場が大きく変化したと

考えられるからである（１）。

　１．産業廃棄物政策の整備時期（１９９７年まで）

　吉田［１９９４］によれば，タイで行政による産業廃棄物の取締りが始まった

のは，１９７５年からである。１９７５年に工場法改正が行われ，工場での公害防止

義務が明記され，産業廃棄物法令の所轄官庁である工業省（���������	
�

��������	
以下���）の一部局である工場局（����������	
�	���������	�
����	以

下���）に，公害防止のための立ち入り検査権，改善命令権，操業停止命令
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権が与えられた。１９７９年，さらには１９９２年の改正ではこれらの罰則規定が強

化されている。

　しかし，法令が整った一方で産業廃棄物を処理するインフラ整備や取締り

は遅れていた。産業廃棄物の多くが一般廃棄物と一緒に処理され，残りは工

場内に放置または埋め立てられている場合が多かった。そこで，���は１９８８

年に各工場に分離保管を義務づけ，無害化処理と���指定の埋立地以外への

投棄を禁止した。しかし，１９９４年における工場廃棄物の処理率は，５５�８％で

あった。したがって，残り４４�２％は処理なしで不法投棄されていると推測さ

れていた（吉沢［２００１��１３８］）。

　１９８８年にタイで初めての有害廃棄物処理センターとして，バンコクのバー

ン・クンティエンにサメダム処分場が完成した。ここでは電気メッキ工場を

中心とする約３００の中小工場から重金属汚染された水および固形物を受け入

れており，処理能力は１１万トン／年であった。しかし，１９９０年の処理実績は

２７０工場から有害・有毒廃棄物５万トンに過ぎなかったと報告されている（吉

田［１９９４��７９�８０］）。

　有害産業廃棄物処理量の不足に対して，���はさらにチョンブリー，サラ

ブリー，ラヨーンの３ヶ所に有害廃棄物処理場を建設しようとした。しかし，

住民の反対や技術的問題，さらに企業の人材不足から建設を進めることがで

きなかった（吉田［１９９８��２４８］）。

　このように１９９７年までのタイの産業廃棄物処理・リサイクル市場は，有害

産業廃棄物の処理インフラの不足によって，産業廃棄物法令や規制が事実上

形骸化していたなど，整備段階にあったといえる。また，非有害産業廃棄物

の処理やリサイクルに関しては法令もなく，行政側の管理は手つかずの状態

であった。

　２．有害産業廃棄物処理における独占的市場の時期（１９９７年～２００１年末まで）

　住民の反対運動等で計画通り有害廃棄物処理場の建設を進められなかった
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���は，打開策として官民合弁の第３セクター方式でジェネラル・エンバイ

ロンメンタル・コンサヴェイション・パプリック社（����������	
���������

��������	
������
��������	��，以下�����社）を設立した。�����社の有害産

業廃棄物埋立場は，１９９７年にラヨーン県マプタープット工場団地内に完成し

た。管理型埋立地の他に，廃油・廃溶剤の燃料化施設，汚泥安定化施設など

を備えている。

　一方で，���は１９９７年に有害産業廃棄物を再定義し，排出企業に対して処

理委託するには，１年ごとに���に許可申請させること，また処理委託実績

を年に１度報告させるなどを義務づけた。さらに翌１９９８年には，非有害産業

廃棄物が初めて定義され，それまで認められていた非有害産業廃棄物の一般

廃棄物への混合排出を禁止するなど，産業廃棄物法令の規制の強化に乗り出

した。

　１９９７年�����社設立当初の処理実績は，１３３工場から廃棄物処理の委託を

受け４�３万トンに過ぎなかった。設立前の調査では，タイ東部の工場地帯から

１０万トン／年の有害産業廃棄物が発生していると予測し，�����社の受入

目標は７万トンとしていたので，目標を大きく下回っていた（����������	
��

����������	
��	���）。

　その後，上記のような規制の強化と外資系企業による環境マネジメント

���１４００１の取得が進んだことにより，外資系企業を中心に�����社は顧客

を獲得し，処理実績も増加した。１９９９年の�����社の純利益は１�２億バーツ

となり，２０００年には外資系企業を中心に６００以上の排出工場から３００トン／日

の有害産業廃棄物を処理していた（����［２００１��３２�４７］）。

　しかしながら，２０００年当時でもタイ全体で有害産業廃棄物は１２０万トン／年

発生していたと予測されており，�����社の当時の最大処理能力は１３万ト

ン／年であったことから，明らかに処理能力が不足していることが指摘され

ていた（２）。

　以上のように，１９９７，９８年の産業廃棄物処理に関する規制の強化と１９９７年

に�����社が設立されたことにより，タイの有害産業廃棄物処理において
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ソフト・ハード両面が整ったが，結果的に�����社による独占的な市場が

形成されたといえる。

　処理能力が不足するなかで規制が強化され，独占的な有害廃棄物処理市場

が形成されたため，有害産業廃棄物の処理費が高騰し，�����社の主要な

顧客である外資系企業を中心に不満が広がっていた。例えば，盤谷（バンコ

ク）日本人商工会議所（以下���）が行ったアンケート調査では，回答した１４８

社のうち６１�５％が，産業廃棄物処理を直面しているもっとも深刻な環境問題

であると指摘し，特に�����社の独占体制が問題であると指摘されていた

（盤谷日本人商工会議所環境委員会［２００１��３５�４５］）。

　また，この時期の産業廃棄物政策は，有害産業廃棄物の適正処理が念頭に

置かれており，特に目立ったリサイクル政策は施されていないのが特徴であ

る。

　３．産業廃棄物処理・リサイクル市場の規制緩和の時期（２００１年末～現在）

　���は，外資系企業からの�����社の高い処理費の低減や処理能力の向上

という要請を満たすことを目的に２００１年１２月に有害産業廃棄物処理の民間参

入を緩和するという政策の変更を行った。さらに���では，工場登録コード

として業務形態ごとに従来の１０１（焼却・排水処理）に加え，新たに１０５（廃棄

物の分別・埋立処分施設）および１０６（再利用・リサイクル施設）を導入した。

　工場登録コードが新設される前は，例えば，鉄くずを使う製鉄所は製鉄業

のカテゴリー５９に登録していたなど，使用する原材料が再生資源かどうかに

かかわらず該当する業種に分類されており，非有害産業廃棄物を中心にリサ

イクルは行われていた。

　そこで，���は廃棄物や再生資源を取り扱う工場を明確に分類し，工場登

録の簡素化を行い，今までインフォーマルセクターであった工場の把握も進

めた。図１のように廃棄物処理・リサイクル工場の許可数は２００６年８月まで

に９４０ヶ所へと月３０社程度のペースで急増していることがわかる。そのうち，
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どのくらいが規制緩和後に産業廃棄物処理・リサイクル市場に新規参入した

業者であるかは，���工場検索サイトには設立年についての記載がないので

不透明である。しかし，工場登録コード１０５・１０６が新設される前から再生資

源を利用していた工場は他の工場登録コードを取得していたことから，約半

数の４８８社が新規参入業者であると推測できる。

　���工場検索サイトでは，処理業者の業者名・取得登録工場コード・業務

内容・資本金・従業員数をタイ語で閲覧可能である。これをもとに２００６年８

月現在の登録廃棄物処理業者全９４０社を閲覧し，業務内容別の内訳を示したも

のが表１である。工場登録コード１０５や１０６では「１９９８年���通達第１号で規

定された非有害産業廃棄物」というように，処理・リサイクル業者が許可取

得後に取扱品目を拡大できるよう広範囲の業務内容で許可取得していること

が多く，実際の業務内容が不透明な工場が多いために，適正な処理・リサイ

クル先を探す際の障害となっている。

　業務内容別内訳を詳細に分析すると，工場登録コード１０１には汚水処理施設
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（出所）Grom rohng ngaan ootsaaha gam, Kon haa kor moon rohng ngaan (Department of Industrial 
Works, Factory Date Search) http://www.diw.go.th/diw/datasearch.asp（2006年８月１日ア
クセス）より筆者作成。

図１　タイの登録廃棄物処理業者の推移
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が９１工場含まれており，実際に廃棄物処理ができる施設は４５ヶ所，有害産業

廃棄物埋立場は３ヶ所しかない。一方で，工場登録コード１０５や１０６は中間処

理施設やリサイクル施設に該当し，その数は８００ヶ所を超えている。つまり，

タイの産業廃棄物処理・リサイクル市場は，中間処理施設が圧倒的に多く最

終処分場が不足しているという状況である。最終処分場が不足している状況

は不法投棄や不適正処理が懸念され，実際にタイでは産業廃棄物の不法投棄

が度々発生している。

　しかし，タイの産業廃棄物処理・リサイクル市場を詳細に分析していくと，

最終処分場が不足しているから不法投棄や不適正処理が発生しているという
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（出所）図１と同じ。

表１　登録廃棄物処理業者の業務内容別内訳（2006年8月現在）

101 105 106

汚水処理施設 廃油・廃溶剤の再生・リサ

イクル

1998年工業省告示No.1で定

められた非有害廃棄物の分

別施設

91 260 127

（単位：社）

廃棄物処理施設 金属スクラップのリサイクル金属スクラップの分別30 123 65

その他・不明 その他・不明その他・不明1 0 0

合計 合計合計137 511 292

有害廃棄物埋立

施設

プラスチックのリサイクルオイル・溶剤の再生3 20 23

家電廃棄物のリサイクル家電廃棄物の分別・再生 15 22

自動車修理工場非有害廃棄物の埋立 6 1

複合（廃油・家電など） 4

ガラスビン再生 1

2005年工業省告示で定めら

れた非有害廃棄物の分別施

設

1

化学薬品で汚れた衣類・ウ

ェスなどの除去

古紙の分別 8 18

廃棄物焼却施設 1998年工業省告示No.1で定

められた非有害廃棄物の分

別施設

廃スクラップの分別12 68 36



単純な理由だけではないといえる。１９９７年以降も産業廃棄物法令は告示や通

達によって頻繁に改正されてきた。ところが，新しい告示が優先順位を持っ

ているわけではなかったため，ある新しい告示が施行されても，それ以前の

古い法令や告示・通達が関係していた。そのため，複数の告示の間の優先順

位が不透明であっただけでなく，結果的に廃棄物の定義そのものが不明瞭な

物質がいくつも存在した。

　したがって，排出時や取締りにおいて現場サイドで判断されることも頻繁

に行われ，不適正処理や不法投棄を誘発した面も否めなかった。��������

���������	�［２００６］の報告によれば，パトゥムタニ県の工場の産業廃棄物

発生量を調査し，���が認可した廃棄物量と実際の発生量が乖離していると

指摘がなされている。表２のように，���の認可量と推定発生量では，有害

産業廃棄物で４万６７３５トンが過少申告され，非有害産業廃棄物においては１１

万３０４４トンが過大申告されており，推定発生量と���の認可量は大きく乖離

している。この理由は，有害産業廃棄物の処理は排出許可制度や処理方法な

どの管理が厳しいため，排出工場は曖昧な定義の廃棄物を非有害産業廃棄物

として申告していたと指摘できよう。

　そこで���は，このような産業廃棄物関連法令の不備や不透明な定義など

を解消するために，２００５年の告示によって，改めて有害産業廃棄物と非有害

産業廃棄物の再定義とともに，いくつかの通達を廃止して法令の簡素化・明

確化を図った。現在，工場の業種ごとに発生する産業廃棄物を１９のカテゴ

リーに分けて，非有害産業廃棄物４００物質，有害産業廃棄物２３０物質，有害か

非有害かを計測しなければならない産業廃棄物１７８物質が指定されている。

同告示は２００６年４月より施行された。

　さらに，大きな産業廃棄物政策の変更として，排出工場，運搬業者，処理・

リサイクル業者に対して，「マニュフェスト制度」への参加を義務づけたこと

があげられる。これによって，従来不法投棄などが発覚した場合の責任が明

確でなかったものが，マニュフェストに承諾の署名をした時点でのアクター

が法的責任を負うと明確化された。しかし，施行された直後に３件の不法投
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棄が発覚し，産業廃棄物管理の所轄官庁が公害管理局（����������	���
���

����������	
以下���）や地方自治体，運輸省など複数に権限が分散されてい

るため，インフォーマルなルートによる不法投棄には有効に作用しないこと

が早くも露呈している（３）。

　このように２００１年以降は産業廃棄物処理・リサイクル市場の規制が緩和さ

れ，処理・リサイクル業者の数が増えている。しかしながら，処理・リサイ

クル業者が増えたことに加えて，産業廃棄物法令の不備により不法投棄や不

適正処理が助長された側面は否めず，���をはじめとする所轄官庁の対策が

後手に回っているのが現在のタイの産業廃棄物処理・リサイクル市場といえ

る。

第２節　日系企業の産業廃棄物管理からみた規制緩和の効果

と現状

　第１節で見てきたように，産業廃棄物処理・リサイクル市場の規制緩和に

よって処理業者の数が増えていることが確認できる。本節では排出企業であ

る日系企業のアンケート調査と実態調査から産業廃棄物処理・リサイクル市

場の規制緩和の効果と現状について論じる。

　１．日系企業に対するアンケート調査からの考察

　ここでは，産業廃棄物処理・リサイクル市場の規制緩和直前の２００１年と規
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（出所）Varapam and Somporn [2006] より筆者作成。

表２　パトゥムタニ県における産業廃棄物の発生量と認可量の乖離

有害産業廃棄物（トン/年）

非有害産業廃棄物（トン/年）

DIW認可量（Ａ）

59,506

388,911

106,241

275,867

推定発生量（Ｂ）

－46,735

113,044

（Ａ）－（Ｂ）



制緩和後の２００４年９月に行われた���のアンケート調査結果を比較し，日系

企業が抱える産業廃棄物処理問題がどのように変化したか考察し，そこから

産業廃棄物処理・リサイクル市場の規制緩和を評価する。

　２００４年のアンケート調査は，���に加入している日系企業のうち製造業６００

社を対象に，会員企業の抱える環境問題および同問題への取組み状況の把握

を目的として環境委員会が行い，調査分析には筆者も参加して行なった（盤

谷日本人商工会議所環境委員会［２００５��４３�５１］）。アンケート回収率は２５�５％，１５３

社から回答が得られた。回答企業１５３社の業種は食品：１２社（７�８％），繊維：

１３社（８�５％），化学：２５社（１６�３％），鉄鋼・金属：１９社（１２�４％），一般機械：

７社（４�６％），電気・電子機器：２５社（１６�３％），輸送用機械：２８社（１８�３％），
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（出所）アンケート調査データより筆者作成。

図２　日系企業が直面する環境問題（複数回答）
（％）
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精密機械：１社（０�７％），その他：２３社（１５�０％）であった。

　アンケート結果から，「企業が直面する環境問題（複数回答）」に２００１年で

は「産業廃棄物処理」を６１�５％の企業があげていたが，２００４年では３０�１％へ低

下している。しかし，依然として日系企業が直面する環境問題の第１位と

なっている（図２）。また「直面する環境問題の原因（複数回答）」を問うたと

ころ，「処理業者の数と能力」が２９�７％（２００１年）から１２�２％（２００４年），「処理

費用」が２８�４％（２００１年）から１６�２％（２００４年）へと改善している（図３）。し

かし，「今後の環境問題の課題」という問いに対しては，「廃棄物削減」と答
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（出所）アンケート調査データより筆者作成。

図３　日系企業が直面する環境問題の原因（複数回答）
（％）
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える企業が３４�０％（２００１年第４位）から６２�１％（２００４年第１位）へと上昇してお

り，日系企業の最大の関心事項となった（図４）。

　２００１年と２００４年のアンケート結果を比較すると，直面する課題とその原因

において産業廃棄物問題は改善の傾向を示していたにもかかわらず，今後の

課題では「廃棄物削減」が最大の関心事項となっており，相反する結果になっ

た。この要因は，２００１年末に行われた産業廃棄物処理・リサイクル市場緩和

政策のメリットとデメリットが現れたからといえる。先述したとおり，規制

緩和によって産業廃棄物処理・リサイクル業者数が増加したことで，処理能

力は向上し，処理費も低下している。これら市場緩和のメリットにより先の

２問の回答結果は改善したと考えられよう。一方で，市場緩和によって産業
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（出所）アンケート調査データより筆者作成。

図４　日系企業の今後取り組むべき環境問題の課題（複数回答）
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廃棄物処理・リサイクル業者の数が増加したことで，業者間の過当競争が起

こり不法投棄も度々発生するなどデメリットも発生している。結果的に委託

先の選択肢が増えたものの，日系企業は適正な処理・リサイクル先を探す必

要に迫られることとなったため，今後の課題で廃棄物削減が最大の関心事項

となったと考えられる。

　２．日系電気電子機器メーカーの産業廃棄物管理とリサイクルの動向

　アンケート調査後，回答した電気電子機器メーカー中心に合計１１社の工場

を訪問し，実態調査を行った。排出企業の主な対象に電気電子機器メーカー

を選定した理由には，以下の３点があげられる。

　第１に，電気電子機器メーカーがタイの主要な製造業といえるからである。

近年「アジアのデトロイト」を目指すタイ政府の計画に乗じて，日系自動車

メーカーの直接投資は増えている。しかし，２００５年においてもタイの主要商

品別輸出額（４�４兆バーツ）に占める電気電子機器・関連部品の割合がもっと

も多く２３％となっており，第２位の自動車・関連部品の８％より大きく上回っ

ている（４）。

　第２に，現在タイ政府では使用済み電気電子機器を中心としたリサイクル

法案が作成されている（第９章参照）。しかし，この法案の作成過程にあたっ

ては，メーカーの廃棄物管理において，どのような廃棄物が適正処理できて

いていないかなど動脈側の調査が不足していた。これを補足するためにも電

気電子機器メーカーの産業廃棄物管理の調査が必要であると考えられるから

である。

　第３に，電気電子機器メーカーの日本本社では，製造現場の環境対策だけ

でなく家電リサイクル法への対応が終わり，今後は本社の環境部門が主導し

て，アジア諸国の生産現場における環境配慮行動の評価・改善に対して本格

的に動き出しているからである（５）。

　ヒアリングの結果では，各社に共通して２００１年末の規制緩和によりタイに
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おいてリサイクルできる品目が増え，リサイクル率も上昇している。九州経

済産業局［２００３］によれば，タイにおいてリサイクルが困難な廃棄物として，廃

油・廃溶剤，プリント基板，ブラウン管ガラス，廃プラスチックなどがあげ

られていた。

　しかし，これらの廃棄物の多くは現在ではリサイクルが可能になったとい

える。廃油・廃溶剤は，規制緩和後に新規参入業者が増え，現在１２７社ともっ

ともリサイクル業者が多くなっている。また，プリント基板は貴金属回収で

日本でも実績のある松田産業がアユタヤ県に子会社を設立し，半導体メー

カー，リードフレームメーカーなど，約５０社から月間４００～５５０トンのプリン

ト基板などを破砕し，高周波炉で焼成処理している。製造工程でオフスペッ

ク品として排出されるブラウン管ガラスは，ビューティック・タイ（������

����）社が日本の家電リサイクルの処理でも使われている湿式洗浄工程を導

入して，ブラウン管に塗布されている蛍光体等をフッ化水素を用いて除去し，

再度ブラウン管ガラスの原料化を行なっている（６）。シャープの現地子会社

では，タイ環境研究所（���������	�
�����������������以下�����）の産廃交換セ

ンターを利用して（７），廃プラスチックのリサイクル先を検索し，サムットプ

ラカーン県バンプーの����（一村一品運動）の原料として供給している例な

ど，廃プラスチックのリサイクル工場も増えている。

　しかしながら，各社のリサイクル率は５０～９０％程度とバラツキが見られ，

メーカーによってリサイクルへの取組みの差が生じている。訪問先のすべて

の工場で���１４００１が取得されていた。���取得の動機には日本本社や顧客か

らの要望により取得したというものが多かった。しかし，タイの���１４００１が

環境マネジメントとして機能しているかについては以下の点で疑わしい。

　��������［２００３］は「企業の���１４００１の取得が有害廃棄物処理などの環境

マネジメント向上に貢献したことよりも，むしろトレードマークに過ぎず，

それは同時にモラルハザードを起こしている」と指摘している。この状況は

２００４年に���が���１４００１の取得を推奨するために，企業に対して税制優遇を

与えたことにより取得企業がさらに増加し，モラルハザードに一層拍車がか
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かっている。

　つまり，���１４００１を環境マネジメントとして利用するのではなく，税制優

遇のために���１４００１を取得するという手段と目的が転倒した企業も多く存

在し，こういった企業は���取得審査が甘い審査会社を通しているという指

摘もある（８）。今回の実態調査でも，環境管理のマニュアルがタイ語版しかな

く，日本人マネジャーが現場サイドと意思相通ができておらず，マネジメン

トツールとして活用できていない工場もいくつか見受けられた。

　廃棄物処理やリサイクルの委託先の選定は，多くの工場で年数回の業者間

の入札によって決められていた。ただ，ある工場では入札業者の選定過程に

おいて，タイ人環境担当マネジャーが業者からリベートを貰っていることを

把握していても，日本人マネジャーが入札業者選定に関与ができないという

工場もあった（９）。このような入札過程での不正を防ぐために，ソニーの現地

工場では，入札は会計部門，業者選定や処理過程の視察を環境部門，という

ように複数の部門に担当させて対策を行っている。

　この入札による業者の選定過程の問題は，入札価格のみで業者を選定する

工場が多いことであろう。入札価格だけではなく，抜き打ち調査を含めて業

者の処理・リサイクル過程の視察などを行い，不適正処理・不法投棄を防止

するというような，日本では当然行われてしかるべきトレーサビリティの確

保に資する対策を行っている工場は意外にも少数であった。

　このように環境マネジメントツールが生かされていない，業者選定過程に

問題があるなどの問題を抱えている，または今後問題を発生する懸念がある

と判断できる工場とそうではない工場を決定していたのは，日本人マネ

ジャーが環境管理にかかわっているかどうかにあると考えられる。

　訪問したすべての工場の環境担当者はタイ人マネジャーであり，環境部門

はもっとも現地化が進んでいる部門といえる。産業廃棄物管理関連法令はタ

イ語でしか発表されず，また処理業者やリサイクル業者の多くはタイのロー

カル企業であり，タイ語能力が必要不可欠な分野である。そして，日本人マ

ネジャーの多くは工場の生産管理をするために日本からタイ現地工場に駐在
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しており，環境部門への関与が疎かになりやすく，結果的にタイ人環境担当

マネジャーに意図せざる現地化（いわゆる丸投げ）が生じやすい状況にあると

いうことが挙げられる。

　このようななかでも，産業廃棄物管理が効率的でかつ安全に機能している

と判断できた工場は，タイ駐在が数十年になる日本人マネジャーがいる工場

やトップ自らが通訳を介してでも環境部門に関与している工場であった。し

たがって，日系企業が適切な産業廃棄物管理をするためには，日本人マネ

ジャー自身が「現地化」すること，環境管理にかかわっていくことが肝要で

あると考えられる。

　３．日系メーカーの先進的なリサイクル事例

　産業廃棄物市場の規制緩和により，リサイクル業者が増えたものの，いく

つかの廃棄物においては，まだ適正なリサイクルができないモノもあった。

ここでは，それらの廃棄物に対して，���の一環として自ら対策に取り組ん

でいる日系メーカーの先進的なリサイクル事例について分析する。

　工場などで多く利用される蛍光灯は，２００６年４月にタイ東芝蛍光灯社がリ

サイクル事業を展開するまで，焼却処理するか埋め立てるしかできず，

���１４００１を取得した日系企業にとって悩みの種であった。このリサイクル

事業展開には以下のような経緯がある。

　２００３年度に�����バンコク事務所が行ったタイの家電廃棄物発生量調査

を受け，タイ政府はリサイクル法の策定を進めるともに，蛍光灯のリサイク

ルをパイロットプロジェクトとして選定し，その実現可能性（��）調査を

�����バンコク事務所が継続して協力した。�����の��調査結果を受けて，

���は独自にパイロットプロジェクトを進めるのではなく，民間企業に参加

を呼びかけ，タイ東芝蛍光灯社が対応したのである。

　タイ東芝蛍光灯社は，東芝の現地法人でランプ用ガラス管・ガラス成形品

を製造・販売している。リサイクル工場はバンコク近郊パトゥムタニ県バン
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カディ工業団地の同社工場敷地内に投資額１０００万バーツで設立され，２００６年

４月から試験稼働を開始した。蛍光灯のリサイクル工場はタイ国内初で，東

芝グループでも海外で初めての取組みである。

　直管型蛍光灯を対象とし，リサイクル処理能力は１日あたり１万～３万本

を見込んでおり，現在は８時間で約１万本を処理している。リサイクルした

ガラスは，蛍光灯を製造するタイ東芝照明に供給する。使用済み蛍光灯はバ

ンコク近郊の工業団地に入居する製造業を中心に回収する。現在の回収企業

数は約３００社で，うち半数が日系企業という（タイ字誌��������	
���������������

１５��２００６）。これは，���１４００１を取得した日系企業が少しでも廃棄物処理量を

減らすという目的に合致している。

　木原・タイ東芝蛍光灯社長によれば，リサイクル工場設置の理由として，

東芝グループ全体が推進している環境保護対策の一環とタイ政府がリサイク

ル事業に積極的であるという２点をあげている。

　この事例は，日系企業の���への取組みとタイ政府のリサイクルへの取組

みが合致した好例といえよう。���では，日本の蛍光灯リサイクルの事例を

見習い，今後小売店に蛍光灯の分別収集箱を設置する予定であり，事業系だ

けでなく，家庭から廃棄される蛍光灯の回収にのりだしつつある（��������

����������������１８��２００６）。

　従来，タイでのカー･バッテリーのリサイクルはインフォーマルな回収業者

によって行われており，彼らは有価物の回収が目的のため，硫酸などを含む

バッテリー液を垂れ流すなど環境問題が指摘されてきた（１０）。��ホンダはタ

イ輸送機器業界初の取組みとして，２００４年よりバッテリー回収・リサイクル

を行っている。��ホンダが「廃バッテリーの回収・リサイクル」に取り組ん

だ背景は，２００５年２月に���１４００１の２００４年版を取得したことである。同２００４

年版では，社内で管理できる生産などによる環境への直接的な影響だけでな

く，販売された製品が与える環境への間接的な影響についても対応が求めら

れるようになったからである。

　��ホンダでは，社会全体の廃棄物削減と自社製品の品質保持のため２００１年
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から中古車販売を手掛けてきた。中古車は平均６年使用，走行距離などの程

度によって異なるが新車価格の７割程度の価格（約２万バーツ）で販売してい

る。この中古車の整備工程で発生する廃バッテリーの処分方法の見直しが必

要だった。

　リサイクルを開始するまで廃バッテリーは�����社に１トンあたり９５００

バーツの処理費を払い埋立処分していた。現在では，鉛の２次精錬業者����

メタル・トレーディング（�������������	�
�����
�����	��）に１個あたり

８バーツで売却している。買い取られた廃バッテリーは炉で溶解され，鉛の

インゴットをバッテリーメーカーへ納入，新しいバッテリーとして資源が循

環している。

　バイクのバッテリーの寿命は平均２年程度のため，廃棄されるバッテリー

の多くは交換時に発生する。そのため，��ホンダではディーラーで交換され

たバッテリーのリサイクルに取り組む予定であり，正規ディーラーでの回収

拡大を目指している。

　ディーラーで回収されたバッテリーをリサイクル業者に運ぶ際，有害廃棄

物の運搬許可が必要となる。現在，��ホンダは，メーカーであるため有害廃

棄物の運搬許可に関してノウハウがなく，許可取得に苦労している。その際

に，���や���といった廃棄物管理の所轄官庁が許可申請や運搬方法に関し

て積極的にアドバイスすることがメーカーの自主的な取組みを引き出すであ

ろう。

　また，バッテリーリサイクルの委託先である�����メタルトレーディングへ

の聞取調査によれば，２００３年以降から中国人バイヤーによる買い付けが盛ん

になり，タイ国内の使用済みバッテリーを集めることが困難になりつつある。

そのため，��ホンダのような取組みが，タイに進出している日系自動車・輸

送機器メーカーに広がっていくことを期待しているという。

　同事例は日系企業が，インフォーマルなリサイクラーによる環境汚染とい

うタイの実情を踏まえて���の観点から，適正な認可リサイクル業者を見つ

け処理ルートを見直した好例といえよう。

210



　富士ゼロックスは，アジア太平洋の９ヶ国・地域から複写機やプリンター

を回収し，重量ベースで９９�６％を再資源化するリサイクル工場・富士ゼロッ

クス・エコマニュファクチャリング（����）社を２００３年１月にタイ・チョ

ンブリ県に設立した。本事例は，タイがアジア広域での資源循環の拠点とな

る可能性を示す事例である。

　富士ゼロックスの��によれば，タイに統合リサイクル拠点を設立した背景

は，�タイには日本と同等のリサイクル技術を持つ工場がある，�タイ政府

による支援，�アジア太平洋地域での物流の利便性などがあげられている。

ただし，タイを候補地に選定してから業務開始までに３年の期間を要してお

り，当初タイ政府は難色を示していた。

　これに対して����社では，コピー機等の分解工程の見直しを行い，日本

と同等以上の設備・リサイクルシステムを構築した。例えば，全体の分別数

では，日本の４４分別に対してタイでは６４分別に増やし，そのなかでもプラス

チックの分別数は日本の６分別に対してタイでは１４分別としている。

　このようにタイにおいて日本よりも多くの分別が可能になったことは，富

士ゼロックス・海老名リサイクル工場での労働者の賃金に対して，����社

のタイ人労働者の賃金が１／１５で済んでいることが大きいといえる。つまり，

労働集約的な分解過程においては，手解体のコストがタイにおいて賃金が安

いため比較優位があるといえる。

　この結果，����社設立以前のタイでは７５％をリサイクルし，残り２５％を

埋め立てていたが，現在では９９�６％のリサイクル率を達成している。

　製品の分解工程を経て，����社では，タイのリサイクル業者１２社（うち

日系企業６社）へ売却または処理委託を行い，さらにタイでは適正処理できな

いと判断した有害廃棄物（蛍光灯，���ランプ，ニッカド電池，セレニウムを含

む感光体ドラムの４品目）に関しては，他のアジアと日本の業者の計４社に

バーセル条約に基づいて輸出を行い，処理を委託をしている。

　����社設立以前にもアジア各国の富士ゼロックス各社でリサイクルは

行っていた。しかし，リサイクル率が５０％を下回る国もあり，さらにリユー

　第５章　タイにおける産業廃棄物処理とリサイクルの現状　211



スされるトナーの品質が一定ではなかったなど問題があった。現在，タイに

集約されたことによって，タイだけでなくその他のアジアの国の廃棄物量も

削減できるようになったことに加えて，リユーストナーの品質管理も可能に

なっている。つまり，����社のアジア圏のリサイクル・ビジネスモデルは，

まさに「規模の経済」が働き効率化が図られているといえる。

　����社設立時には，タイ政府は「汚染性の問題」から難色を示したが，

その解決策を具体的に����社側が提示できた際に，タイ政府はリサイクル

技術の移転・廃棄物削減・新しい産業の創出などといった国際的な資源循環

のメリットを評価し，柔軟な対応を取った。つまり，日本・タイどちらにも

不利益を生じさせず，双方に利益が生じるような�������（互恵的関係）とな

るリサイクル・ビジネスモデルを構築することが国際資源循環の構築におい

て肝要となることを本事例は示している。ただし，コピー機というリース販

売形式で製品を回収しやすいという特殊性は別途考慮しなければならない。

第３節　タイにおける産廃リサイクル市場の現状と課題

　近年，アジア地域における再生資源の貿易が盛んになっている。本節では，

まずタイにおける再生資源貿易と産業構造の関係を論じたい。次に，近年の

エネルギー価格の上昇を受けて注目されている代替原燃料（���������	�
����


�����������	
���以下�����）の利用動向を整理し，最後に産業廃棄物処理・リ

サイクル市場の規制緩和によって，もっともリサイクル業者が多くなった廃

油・廃溶剤のリサイクル市場価格を分析することで，タイにおける産廃リサ

イクル市場の現状と課題を整理する。

　１．再生資源の貿易と産業構造

　廃プラスチックや古紙などの再生資源は，貿易量を管理する国際規格��
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コードによって貿易量を把握することができる。表３に１９９４年から２００５年ま

でのタイの再生資源貿易量を表した。

　表３のように，再生資源によって輸入超過のものと輸出超過のものに分か

れており，タイは中国のような一方的な再生資源の輸入国ではないことがわ

かる。そこで，各年の貿易量をもとに貿易特化係数（���������	
��
��
���

�����������	
	以下���）を示した。���は（輸出量－輸入量）／（輸出量＋輸入

量）で計算され，水平分業度を表す係数であり，１に近いほど輸出特化，－１

に近いほど輸入特化であることを示す。

　品目ごとに���をみていくと，�－１に近く輸入に特化している古紙と鉄

くず，�弱い輸入特化を示すアルミくず，�１に近く輸出に特化している廃

プラスチックと銅くず，というようにタイの再生資源貿易の傾向を３タイプ

に大別できる。これは，タイの製造業とリサイクル産業の産業構造などから

説明できる。

　古紙に関しては，国内のバージン原料だけでは賄えないため，古紙を輸入

していると考えられる。かつては国土のほとんどが熱帯林に覆われ，木材輸

出が主要な外貨獲得手段であったタイであるが，開発が進むにつれて伐採が

すすみ，タイ政府は１９７５年に原木輸出の禁止，１９８９年に森林伐採を禁止し，

森林保護・再生を進めている。しかし，森林破壊に悩むタイ政府は，農民を

追い出しユーカリの植林を行ってきた。一方で，この過程で多くの少数民族

の生活が犠牲になったことで数々の植林反対運動が起き（１１），当初の計画ほど

植林されたユーカリ利用は進んでいない。このため，製紙産業において古紙

の需要があり，古紙は輸入超過となっている。

　鉄くずに関しては，タイには高炉がないために，鉄鋼の一次生産ができな

いという鉄鋼業の構造から，鉄くずに依存せざるを得ない状況にある。川端

［２００５］は，タイの鉄鋼産業の特徴を「川下である圧延部門の能力が大きく，

川上である鉄鋼・製鋼部門のそれが小さいことである」と述べている。そし

て，タイの鉄鋼業の実態調査から，歩留まりを先進国並みに９６�５％と仮定す

ると，熱間圧延能力１３６５万トン／年がフル稼働するためには，１４１５万トンの
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半製品，あるいは半製品になるべき粗鋼が必要であり，これに対して粗鋼生

産能力が６８０万トン／年にすぎないため，フル稼働時には７３５万トンの半製品

を輸入しなければならない。粗鋼生産はすべて電炉で行われているが，主原

料はスクラップ（鉄くず）であり，これは建設用条鋼生産においてはまった

く問題がないが，鋼板生産にあたっては品質面から問題であると指摘してい

る。

　近年，アルミくずの輸入が増えている理由は，タイの自動車産業が活性化

し，エンジンやホイールの生産需要が伸びていることがあげられる。例えば，

アルミリサイクルの大手ダイキ・ニッケイ・タイ（���）では，東部チョン

ブリ県アマタナコン工業団地にある���の工場で，アルミ・スクラップを溶

解する溶解炉を設置した新建屋を建設し，生産能力を４０００トン／月から６０００

214

（出所）The Customs Department, Trade Statistics of Thailand  各年版から筆者作成。
（注）貿易特化係数（TSC）＝（輸出量－輸入量）/（輸出量＋輸入量）

表３　再生資

品目 1994 1996 1998

廃プラスチック

古　　紙

鉄くず

アルミくず

銅くず

輸入量

輸出量

貿易特化係数

輸入量

輸出量

貿易特化係数

輸入量

輸出量

貿易特化係数

輸入量

輸出量

貿易特化係数

輸入量

輸出量

貿易特化係数

1,610

3,337

0.349

460,597

1

－1.000

1,158,765

45,625

－0.924

1,190

2,319

0.322

1,686

3,731

0.378

849

5,078

0.714

581,981

10

－1.000

899,238

33,356

－0.928

3,492

7,028

0.336

3,342

5,669

0.258

692

9,144

0.859

725,140

175

－1.000

321,853

96,140

－0.540

3,124

17,654

0.699

1,812

18,926

0.825



トン／月に増強している。���では，燃費向上のための自動車エンジン生産

における再生アルミの使用割合が増えてきたことを生産増強の理由としてい

る。生産増強にともなう原料のアルミくずは，タイ国内およびロシアから調

達する予定である（１２）。

　一方で，廃プラスチックは再生資源のなかで唯一輸入規制が存在するため

に，輸入量自体が抑制されていることが輸出特化となっている理由である。

リサイクル目的の廃プラスチックの輸入は，１９９６年輸入に関する商業省告示

１１２号および１９９６年プラスチックからなるスクラップおよび使用済み材の輸

入基準に関する工業省告示に指定される手続きを経て���に輸入許可を申

請する必要がある。商業省告示１１２号では，輸入規制の理由を「環境を保全し，

消費者の健康に対する危害を予防するため」としている。さらに，廃プラス
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源貿易の動向

2000 2001 2002 2003 2004 2005

（単位：トン）

735

29,101

0.951

953,029

77

－1.000

740,332

99,960

－0.762

11,485

11,354

－0.006

4,358

18,446

0.618

519

29,153

0.965

1,700,741

1,096

－0.999

696,512

90,511

－0.770

13,126

13,389

0.010

4,210

26,942

0.730

1,164

39,786

0.943

879,343

2,917

－0.993

977,555

97,020

－0.819

17,602

15,281

－0.071

4,245

22,385

0.681

757

59,861

0.975

1,098,718

3,111

－0.994

1,279,889

117,627

－0.832

22,364

17,489

－0.122

4,815

54,920

0.839

2,794

102,676

0.947

940,534

5,982

－0.987

1,849,787

154,621

－0.846

31,177

20,623

－0.204

6,560

51,322

0.773

1,104

130,403

0.983

946,206

14,767

－0.969

1,683,042

172,693

－0.814

31,784

21,298

－0.198

5,015

31,879

0.728



チックは輸入規制だけでなく，輸入関税率が廃プラスチックは３０％に対して，

他の再生資源は１％と異なっている。また，廃プラスチックの輸出は，タイ

国内の買取業者からの聞取りによれば，中国人バイヤーの買い付けが盛んに

なり，中国・香港向けの輸出が急増していることが貿易統計からも見て取れ，

廃プラスチックの輸出特化の傾向を裏打ちしている。

　銅くずが輸出特化の傾向を示しているのは，タイの銅くずリサイクル事情

によるものである。タイ国内で銅くずの最大の排出源は，タイ発電公団

（�����������	
��������	���������	��	���������	以下����）から発生する廃電線で

ある。地場のリサイクル業者によれば，廃電線の買取りは����による入札

で決められているものの，事実上タイ地場の４社の寡占状態であるという。

その一方で，２００５年上半期までタイにおける銅精錬会社が稼動していない状

態であり，国内で発生する銅くずを輸出せざるを得なかった事情がある。タ

イ・カッパーインダストリー（���������	
������
�）社はタイ唯一の銅精錬

会社として１９９４年に設立されたが，１９９７年の通貨危機でプラント建設の延長

を余儀なくされ，ようやく２００４年から生産を開始した。しかし，２００５年３月

に炉がトラブルで停止，２００５年上半期の稼働率は４０％と低迷し，同年下半期

になって稼働率が８０％まで回復している（����������	
�������２��２００５）。同社の

生産能力は１６�５万トン／年の電気銅を生産可能であるので，今後銅くず輸出

は低下していくことも考えられるが，他の再生資源の輸出量以上に銅くずは

２００３年以降の中国・香港向け輸出が顕著に増え，タイ国内において買取価格

が高騰しており，動向を注視する必要がある。

　以上のように，タイでの再生資源の貿易は近年アジア諸国中心に活発化し

ているものの，中国のように一方的な輸入国ではなく，品目によって���は

異なっており，その要因はタイの製造業やリサイクル業の産業構造を反映し

ている。
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　２．セメント産業による���利用

　���［２００５］によれば，２００４年にタイ国内の７つのセメント工場で４５�７万

トンの有害廃棄物がサーマルリサイクル（熱回収）されており，有害廃棄物

処理方法として埋立処理よりも多くなっている。近年の原油価格の上昇に

よって，タイでも代替燃料の利用に注目されている（����������������４��２００７）。

ここでは，産業廃棄物のサーマルリサイクルとして，セメント産業における

���利用について整理する。

　１９６９年に設立されたサイアム・シティー・セメント社（�����������	�	
��

��������	
����������以下����）は，王室系会社サイアム・セメント（�����

������）に次ぐ業界第２位のセメント会社である。日本のセメント業界同様

に，数多くの産業廃棄物を���として利用している。技術的な問題からタイ

のセメント会社全７社のなかで上位４社が���を利用している。

　����が���の利用を開始したのは１９９９年からである。���を利用するに

あたり，資本提携があるホルシム（������，スイスのセメントメーカー）から

技術提携を受けるとともに，エコ・サイアム（�������）という���を専門に

取り扱う部門を新たに立ち上げた。

　２００５年に使用した���は３０万トンであり，エネルギー利用の５％を占めた。

環境影響評価ではエネルギー利用の４０％まで���を利用することが可能であ

る。２００５年に使用した���３０万トンのうち，廃タイヤが１５万トンを占め，次

いで籾殻などの農業系廃棄物が１０万トン，プリント基板や廃プラなどその他

の産業廃棄物が５万トンである。

　廃棄物の種類によって処理費は異なるが，����は平均１５００バーツ／トン

の処理費を排出企業から徴収して引き取っている。一方で，籾殻など熱量が

高い廃棄物は，代替燃料として利用している電力会社と競合するため９００バー

ツ／トンで買取りも行っているなど，����は���の利用を今後も拡大してい

く方針である。
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　この理由は，生産コストに占めるエネルギーコストが６０％も占めるからで

ある。タイでは天然ガスが採掘されているものの，その他の化石燃料は輸入

に頼らざるをえない。それゆえに，円やドルなどと比べれば相対的にタイ・

バーツの国際的価値が低いので，国際市場で取引される化石燃料の高騰によ

り，生産コストに占めるエネルギーコストの比率は，日本のセメント会社よ

りも高くなるという構造的な問題を抱えている。そこで，����は���の利用

を拡大し，エネルギーコストの削減とリサイクル処理料金収入によって，一

層の収益の改善を図りたいということである。

　現地調査のなかで����の担当者は，廃プラや古紙などを圧縮していない

ためキルンの上方で燃焼してしまい，燃料として有効利用ができていないこ

とを問題にあげ，タイにはまだ本格的には導入されていない���（�������

�����������	�
������	）の技術に興味を示していた。現在，処理費を徴収して

いる廃プラなどが���化され，熱量が２５００����／��以上あれば，１０００バーツ

／トンで買取りも検討できるとのことである。

　一方で，����は���１４００１や�����１８００１など主要なマネジメント規格も

取得しているが，タイの環境基準は，���が５０���以下，���が６００���以下

という排気基準であり，またセメント製品の塩素含有量が５％以下など日本

の基準よりも甘いことは否めない。

　このように，����の事例分析からは以下のような付言を提示できる。タ

イのセメント業界では，���の利用拡大の余地が多分に残されている。換言

すると，タイの産業廃棄物処理・リサイクルにおいても大きなメリットとい

えよう。一方で，輸入に依存しているタイのエネルギー事情を鑑みると，タ

クシン前政権が提案していた７つのメガプロジェクトのひとつが「���������

������」であり，そのなかでもまだ本格的にタイに導入されていない���技

術（１３）は，省エネルギーだけでなく廃棄物問題の改善にも期待でき，日本が技

術協力できる有望な分野といえる。

218



　３．廃油・廃溶剤リサイクル市場価格の分析

　ここでは，表１に示した登録処理業者の業務内容のなかで，１２７社ともっと

も業者数が多い廃油・廃溶剤処理業者の処理価格の変化を事例に分析を進め

てゆくこととする。タイの主要産業である電気電子機器の製造では，��基板

や電子回路などの洗浄過程で多くの化学薬品が使われている。その化学薬品

の廃油・廃溶剤は，タイで処理・リサイクルが困難な産業廃棄物のひとつと

いわれてきた。

　リファイン・テック（����������	）社の顧問で元���局長のヴィラ（�����）

氏は，これに着目し２０００年に廃油・廃溶剤を蒸留，または混合することでリ

サイクルし，再生製品として再販売する同社を設立した。同社ではクロロ

フォルムやアセトンなどの有害な化学薬品１２種類の廃液を回収して，リサイ

クルしている。リサイクル率は，委託された廃油・廃溶剤を１００とすると，平

均で５０～６０％をリサイクルできる。リサイクル率が７０％以上の廃油・廃溶剤

であれば，排出企業から有価で買い取っている。

　同社は���１４００１も取得するなど環境対策には万全を期している。顧客の

なかには日系企業も含まれ，現在１０数社と直接取引している。同社の処理能

力は４万トン／年であるが，リサイクル実績は３００～４００トン／月ということ

なので，実質的に１０％しか稼動していないことになる。

　この稼働率が低い背景には以下の２点がある。第１に，現在同社が受け入

れている廃液の多くは，日系企業などが６０００バーツ／トンの処理費を払って

�����社に委託した廃液がリファイン・テック社に再委託されたものであ

る。つまり，日系企業など外資系企業は，２００１年末に市場が緩和され多くの

リサイクル企業が新規参入して産業廃棄物処理・リサイクル市場が変化した

にもかかわらず，一度構築した処理ルートを見直さず，市場緩和のメリット

を有効に活用できていないことが原因にある。

　第２に，廃油・廃溶剤を処理・リサイクルする業者がもっとも多いため，
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処理業者のなかで廃油・廃溶剤を確保するために過当競争が起きていると考

えられるからである。図５は廃油・廃溶剤の処理価格と業者数の推移を示し

ている。廃油・廃溶剤の処理価格は種類，発生量，組成等により差が大きい

ので，図５では処理費が安価，もしくは買取額において価格が高くなる高品

質な廃油・廃溶剤の価格（輸送費込）を�����社の処理価格とその他業者の

処理価格を比較した。「－２万バーツ／トン」などマイナスの価格は逆有償を

示し，排出企業が処理業者に処理費を支払っていることを示す。これに対し，

プラスの価格は，処理業者が排出業者から廃油・廃溶剤を有価で買い取りし

ていることを示している。

　産業廃棄物処理・リサイクル市場の規制が緩和される以前の２００１年では，

�����社の独占的な市場であったため，もっとも安い廃油・廃溶剤で処理

価格は２万バーツ／トンであった。市場緩和直後の２００２年に�����社を含

めて廃油・廃溶剤処理業者が５社になった時の処理価格は，�����社が１

万バーツ／トンに対し，その他処理業者が２０００バーツ／トンであった（����

［２００２��４］）。現在，世界的な原油高の影響でバージン原料の価格が上昇し，廃
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（出所）2002年はNEDO [2002]，その他は聞取調査と表１より筆者作成。

図５　廃油・廃溶剤の処理価格と業者数の推移
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油・廃溶剤の価格も上昇しており，タイの廃油・廃溶剤の処理価格は２０００バー

ツ／トンと有価で取引されている。これに対して�����社は６０００バーツ／

トンの処理費を排出企業から徴収している。

　このように現在の廃油・廃溶剤の処理価格は，�����社とその他の業者

の二重相場となっている。どちらも���に認可されたフォーマルな処理業

者であるのに，二重相場が成り立つのは，先述したとおり日系企業などの外

資系企業が新規参入の処理業者を有効活用できていないという「情報の非対

称性」から生じていることがひとつの理由である。もうひとつの理由として

は，輸入免税された原材料をタイ国内で処理・リサイクルする時の複雑な税

制上の問題（１４）など，外資系企業が�����社を利用せざるを得ない何らかの

利権が絡んでいることも考えられる。

　�����社は当然この二重相場を利用し，自社に埋立処理を委託してきた

外資系企業からは処理費を徴収し，さらにその他の業者に廃油・廃溶剤を再

委託することで転売して二重に利益を得ることができる（１５）。これに対して，

新規参入業者は有価で廃油・廃溶剤を確保しなければならず，過当競争の様

相を呈しており，２００４年には�����社から再委託を受けたアソークケミカ

ル（���������	
��）社が廃油・廃溶剤の不法投棄を起こしている（��������

����������������１４��２００４）。この不法投棄事件は，�����社という最大手の産

業廃棄物業者が絡んだ事件であったため，タクシン前首相が直接関連官庁に

指示を出すなど，第１節３項で述べた２００５年の規制の強化につながった（���

［２００５��６２�６４］）。

　以上のように，産業廃棄物処理・リサイクル市場の規制緩和は処理業者数

の増加だけでなく，処理コストの低下にもつながっているが，�����社と

その他の業者の二重相場や不法投棄など「市場の失敗」も確認できる。
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おわりに

　本章ではタイにおける産業廃棄物処理とリサイクルの現状と課題を明らか

した。２００１年末に行われた産業廃棄物処理・リサイクル市場の緩和は，処理

アクター数が増え，処理能力の向上や処理価格の低下などのメリットが日系

企業のアンケート調査や実態調査から確認できる。一方で，先発�����社

と新規参入業者の二重価格や新規処理業者間の過当競争による不法投棄など

のデメリットも引き起こされている。

　このような問題を解決するにあたり，産業廃棄物管理の主要な行政アク

ターである���は，法令の簡素化やマニュフェスト制度の参加義務化により

不法投棄が起きた際の責任を明確化したことなど対策に取り組んでいるが，

今の所目立った成果は見られない。

　他の行政アクターである���などと連携して法の執行能力を向上させる

こと，マニュフェスト制度を活用して処理業者の格付けを行うといった「情

報の非対称性」を解消することなど，産業廃棄物処理・リサイクル市場の失

敗や歪みを是正することがタイの産業廃棄物・リサイクル政策の最優先課題

といえる。

〔注〕―――――――――――――――

�　本章では法令については概略のみ示す。詳細は，佐々木［２００７］を参照。

�　有害産業廃棄物発生量の予測は，���やドイツ技術協力公社（���）などに

より行われていた。詳細は，国際航業株式会社・株式会社エックス都市研究所

［２００２］を参照

�　カンチャナブリ県のタ・ムアン地区の化学薬品の不法投棄事件に対して，

���の有害物質管理部長・シリチャット氏は，現行の産業廃棄物法令では���

は効果的な監視能力を有していないと認め，適正処理をするためにはその他

（���・運輸省など）の政府機関，警察との協力が必要であると提案した

（����������	
������１６��２００６）。

�　商務省（���������	
��	����）資料より。

�　家電メーカーや社団法人日本電機工業会などへのヒアリングより。
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�　しかしながら，再生されたブラウン管ガラスを納入していたサイアム旭テク

ノグラス社が２００７年６月で生産を中止したため，ビューティック・タイ社のリ

サイクル事業も停止された。この理由はパソコン用，テレビ用ともに���液晶

等へのシフトが急速に進み，���ガラスの需要が激減したからである。

�　���へのヒアリングによれば，���������	
��������������	�によって２００６

年３月時点で約２００組の廃棄物交換が成立している。タイには，もうひとつの

産廃交換センターとして，����（当時，国際協力事業団）が���に協力して設

立されたサイト���������	�
���������������������がある。

�　���審査会社の����������	へのヒアリングより。

�　２００６年８月に日系電機メーカーの日本人駐在員が銃撃されるという事件が

起きている。この事件の背景は，日本本社へのヒアリングによると，銃撃を受

けた駐在員がリサイクル業者の見直しを行ったことが考えられる。

�　国際航業株式会社・株式会社エックス都市研究所［２００２］，第１１章参照。

�　この伐採と植林事業，少数民族の問題は田坂［１９９２］，佐藤［２００２］などを

参照。

�　２００７年２月���へのヒアリング調査より。ロシアからの再生アルミはイン

ゴットのバージン原料として輸入されており，アルミくずの貿易統計にはカウ

ントされていない。

�　タイでもっとも一般廃棄物管理が成功しているといわれる地方自治体のピ

サヌローク市（第１章参照）には，カナダ国際開発庁（����）によって，小

規模の���技術協力が提供されている。

�　オフスペックとなった輸入免税品をタイ国内で処理・リサイクルするには，

該当品目の種類や量，委託価格を���管理官の立会いの下で処理する必要があ

る。この処理手続きが煩雑で外資系企業は避ける傾向にあり，タイでの資源の

有効利用を妨げている面は否めない。

�　日本では禁じられている廃棄物処理の再委託そのものは，２次マニュフェス

トを発行するなど法令に則って処理されていれば，違反ではない。
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